
 

 

 

 

 

 

環状七号線地下広域調節池（仮称）の整備について 

 

１．環状七号線地下広域調節池（仮称）整備事業の内容（別添資料参照） 

 ・既に整備事業が完成している神田川・環状七号線地下調節池（中野区、杉並区）と現

在、事業中である白子川地下調節池（練馬区）を、環七通り及び目白通りの地下に設

ける新たなトンネル（調節池）で連結し、複数流域間での雨水貯留量の相互融通を可

能にすることで、時間１００㍉の局地的かつ短時間の集中豪雨にも効果を発揮できる

規模の調節池を整備する。 

 ・事業期間：平成２６度～平成３７年度 

 

２．東京都市計画河川の変更 

  ・環状七号線地下広域調節池（仮称）の整備にあたっては、石神井川と神田川の都市計

画の変更をしたうえで行う。 

  ・都市計画河川変更にあたり、決定権限を持つ東京都知事から都市計画法の規定に基づ

き中野区に対し意見照会があったため、中野区は、中野区都市計画審議会に諮問を行

い、答申内容に基づいて回答する。 

   

３．今後の予定                                         

  平成２７年８月２４日 中野区都市計画審議会諮問・答申 

       ９月 上旬 東京都へ回答 

  ９月下旬～１０月上旬 都市計画の案の公告及び縦覧（都市計画法第１７条） 

       １１月中旬 東京都都市計画審議会付議 

       １２月中旬 都市計画決定・告示 
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